
別記様式第10（第11条關係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

長野哲生

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ますc

I

L －－一 V
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’淵 駒岬魂,鴬
一 ■

1 （ふり がな ）

氏 名

| 蜘垂 琴』

長野哲生

’ |年■■月’ |日2生 年 月 日

’
■

3離職時の官職 静岡地方検察庁検事正

H 26 年 4

H 27 年 2

4雛 職 日 日
日

１
５
１
２

月
月5再 就 職 日

6再就職先の名称 練馬公証役場

公証業務7再就職先の業務内容

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 4解
Jも、、 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(記載上の注意） ・
ロのついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
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別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

1年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

中井國緒

’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定によ.り、次のとおり
届け出ます。

~ 一一 ~

1 （ふりがな）

氏 名

』

中井國緒

1 国－園－’2生 年 月 日 日

3雛職時の官職 さいたま地方検察庁検事正

H 26 年 7 月

H 27 年 2 月

新橋公証役場

公証業務

公証人

4雛 職
百
口
一 18 日

－

23 日5再 就 職 日

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位

9求 職 の 承 認 の 有 無

10官民人材交流センターの援助の有無

肺
一
脈

錘
へ
錘
へ
｜
回

回I

(記載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
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（別添）

n頭(A)種 ｢“識雲由 |(c)俸織|(D)職の級’
' ~=百一 ・

．~~－I

(D)職務の級(C)俸給表(B)退識事由 || 受付隼月間 ’受付年月日(E)俸給の特別調整額
の区分別(A)種別
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１ I



別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

飯倉立也

’ ’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の2蟻2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

一一ー

i型‘Ⅸ2
1 （ふりがな）

氏 名

観鼠｡川

飯倉立也

｜ －_| 季L二園 |日2生 年 月 日

3離職時の官職 福岡地方検察庁検事正

H 26 年 11 月 10

H 27 年 2 月 13

杉並公証役場（東京法務局所属）

公証業務

公証人

4離 職 日 日
一
日5再 就 職 日

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位

9求 職 の 承 認 の 有 無
J1'､、 肪
一
腋

鉦
小
鉦
岬
一
回

回

10官民人材交流センターの授助の有無

(記載上の注意）
ロのついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。



（別添）

|(c)俸給髪 | (D)職務の識| (!

｜
－一

(E
(D)職務の級(C)俸給表

「
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)俸給の特別鯛整額
の区分｢ (A)種別1(A)種別 受付年月属(8)退職事由
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(別添）
別記槻式第10（第11条関係）

－
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

渡辺壁

国家公務員法（昭和22年法律第120号)"106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記戦上の注意）
□のついた項目は砿当する□の中にレ点を記入すること．

(A）稲別 (B)迅範郡山 (Q俸給表 (D)職務の級
(臆)俸給の杓別項彼餌
の区分

受付年凡日

1 （ ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
渡辺 登

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3賎職時の宮職 宇都宮地方検察庁検亦正

4鮭 職 日 H 26 年 11 月 10 日

5秤 就 職 日 H 27 年 4 月 1 日

6再耽職先の名称 蒲田公証役場

7再就職先の業務内容 公脈業務

8再就職先における地位 公脈人

9求 職 の 承 鱒 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



(別添）
別紀搬式第10(第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

I■■■年■■月■■日

内閣総馴大臣 殿

住 所

氏 名

勉踊恭号

渡過惚昭

国家公務貝法（昭和22年法抑第120号)"106条の24第2頂の規定により、次のとおり
届け出ます．

1 （ふり がな ）

氏 名 鯛)鯉昭

2生 年 月 日

千葉地方検察庁検平正3離職時の宮職

4雛 職 日 H 26 年 11 月 10 日

H 27年 5 月 25 日

丸の内公証役場6両就職先の名称

7再就職先の業務内雰 公証業務

戯唾先おける地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 ロイ『 回無

(肥救上の注愈）
□のついた項目は腋当するロの中にレ点を記入すること。

⑨
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(別添）
別紀械式鋪10 （節11条関係）

｢而雨1~mmm~｢wWr｢雨耐F爾噸誌読[両
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年g月 日

内閣総理大臣 殿
０
１

住 所

氏 名

矼循瀞号

１
０
０山本昇

０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
０
０
０
０

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2頑の規定により、次のとおり
届け出ます偽

０
０

０
０
０
０
０

0

０
０
１
０
０
１
１
０
０
０
１
０
０

０
０

(記戦上の注意）
□のついた噸ロは砿当するロの中にレ点を記入すること。
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０
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０
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９
０
０
０
１
１
０
０
０

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
山本 昇

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雛職時の官職 金沢地方検察庁検嚇正

4離 職 日 11 27 年 4 月 10 日

5秤 耽 職 ロ H 27 年 5 月 11 日

6再腕職先の名称 京都公鉦人合同役鰯

7再就職先の業務内容 公証業務

8秤戯職先における地位 公狂人

g求 職 の 承 泌 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



０
０
０
６
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０
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０
０

別紙様式1o別紙橡式10

別記探式節10（節11条関係）

(別添）

管理職職員であった者が再就聯した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） ■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■年■■月■■、
内閣総珊大原 殿

仕 所

氏 端

池弼稀号

下川徳純

国家公務貝法（昭和22年法抑第120号)"106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

1 （ふり がな ）

氏 名
0

下川徳純
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
９
↓
０
０
０
０
０
４
４
１
０
４
０
６
０
９
０
０
９
り
０
０
６
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
０
０
０
０
０
１
０
１
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
０
９
０

2生 年 ハ 日

仙台地方検察庁検11F寵3敵職時の宙職

4雛 職 日 II 27 年 I J1 23 R

5再 就 職 刑 H 27 年 7 月 31 日

渋谷公証役場

公証業務

8秤飢職先における地位 公証人

t雁
0口も､ 口有 回無9求 職 の 承 認 の 有

10宵民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(記職上の注意）
ロのついた頂目は該当する□の中にレ点を記入すること．

(A）粗別 (B)過璽本山 《c)伸給変 (､)戯務の級 (nfり紬の特別国戯画
の区分 受付娠月、
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０
０
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０
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０
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０
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０
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(別添）
別紀嫌式第10(第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

砿潴番号

天野和生

国家公務員法（昭和22年法祁第120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(紀戦上の注意）
口のついた頑日は談当寸-る口の中にレ点を記入すること．

０
０
０
０
０
０
０
１
Ｉ
６
０
０
Ｉ
Ｉ
０
０
１
０
０
０
０
０
０
Ｉ
ｌ
ｌ
０
０
Ｉ
０
Ｉ

９
＃
６
０
０

(A）稲別 (B)過国那111 (⑨作給表 (D)唾務の級
1画”駁8v"？『〃』脚宙2四

の区分
受付年月日

1 （ ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
天野和生

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の官職 長崎地方検察庁検郡正

4離 職 日 11 27 年 7 月 21 IJ

5再 就 職 日 II 27 年 8 月 22 日

6再就職先の名称 京都公証人合同役場

7再耽職先の業務内容 公証業務

8再耽職先における地位 公証人

9求 職 の 承 露 の 有 無 口布 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口称 回無



Ｐ

０
Ｉ
９
０
０
０
ｊ
０
０
０
０
４
０
０
０
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０
０
０
０
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０
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０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

<別齢）
別配様式鋪10 （第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総耶大臣 殿

０
０
０
０
０
９
０
６
０

住 所

氏 名

砥話番号

江畑宏則

0

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

’
０
０
９
９
０
０
６
０
０
ｔ

0

Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

０
０
０
０
０
０
１
１

I

０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
９
１
０
０
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
０
０
１
０
１
１
ｉ
Ｉ
ｌ
０
１
０
０
４
０
０
０
０
０
４
０
０

(記戦上の注意）
□のついた噸目は該当する口の中にレ点を記入すること．

(A）穏別 (B)過威嚇山 (c)俸給変 (､)騒務の級 (E)俸輪の紳別国険観
の区分 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■
江畑宏則

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3雌職時の宮職 長野地方検察庁検11F正

4雌 職 日 H 27 年 7 月 21 日

5再 就 職 日 H 27 年 9 月 1 日

6再腕職先の名称 池袋公狂役鯛

7再就職先の業務内容 公証業務

8再耽職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの披助の有無 口有 回無



０
１
０

別紙棟式10

（別齢）

別紙様式10

別妃様式節IO("11条関係）

６
０
４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
９
０
０
０
９
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

I■■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣騰番号

西浦 久子

、国家公務員法（昭和22年法律節120号)"106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出寵す． 。

９
１
０
９
９
１
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
０
０
６
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
６
９
０
０
８
０
０
６
８
０
１
１
０

０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
１
１
０
４
Ｉ
０
０
４
４
０
０
８
８
０
９
１
９
０
０
０
０

(肥戦上の注意）
□のついた項目は該当す~る口の中にレ点を記入すること．

(A）穂別 (､)迅騒嚇山 に)怖給表 (D)職砺の級
(E)停職の特別国破額 ､

受付年月H

1 （ ふ り がな ）

氏 名
ﾛ■■■■■■■■■■■
西浦 久子

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雌職時の官職 榔松地方検察庁検那正

4離 職 日 H 27年 7 月 21 日

5再 就 職 日 I1 27年9 月 1 日

6秤就職先の名称 京都公狂人合同役場

7再就職先の業務内容 公旺業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 露 の 有無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 ロ有 回無



０
０
９
０
０
０
０
０
０
９
０
０
１
１
４
１
４
４
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
０
０
Ｉ
０
０
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
１
１
８
０
１
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
４
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
９
０
９
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
１
Ｉ
０
０
０
１
Ｉ
０
０
１
０
０
０
０
０
ｊ

別記嫌式節10 ("11条関係） (別添）

■■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内IMI総理大臣 殿

住 所

氏 晶

矼賭番号.

商木和哉

国家公務員法（昭和22年法律第120号)"106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます．

(記餓上の注意）

口のついた項目は該当ず‐る口の中にレ点を記入#・ること。

０
０
０
０
９
６
０
０
６
０
０
０
０
０
０
８
０
０
０
１
０
０
０
０
１
０
０

(A）穂別 (B)退喧邪111 に)伸給表 (D)屋務の級 (F)停職の狩別詞越観
の区分 受付年月日

］ （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
商木和故

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 口
3雛職時の官職 新潟地方検察庁検癖正

4賎 職 日 Ⅱ 27 年 4 月 10 日

5秤 耽 職 日 H 27 年 11 月 27 日

6再就職先の名称 千住公証役場

7再耽職先の業務内容 公旺業務

8再就職先における地位 公狂人

9求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



９
０
０
０
０
０
ｆ
０
０
Ｉ
４
６
ｆ
ｊ
０
ｊ
ｌ
１
９
６
９
↑
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
４
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
１
９
０
４
０
１
０
０
０
３
０
，
０
１
０
０
０
Ⅱ
０
０
１
０
ｌ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｌ
ｌ
ｌ
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
Ｉ
Ｉ

別記雛式鋪10("11条関係） (別添）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■ロ
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

矼臓番号

大島忠郁

国家公務員法（昭和22年法祁飾120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
７
９
９
８
０
０
４
０
０
０
１
１
０
０
８
１
０
１
１
０
１
１
０
０
１
０
０
０

(記戦上の注意）
口のついた咽日は破当する口の中にレ点を記入すること。

(A)職別 (B>退職那山 (C)作給表 (D)轍萌の級 (E)怖給の特別圃彼観
の区分 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
大脇忠郁

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 大阪地方検索庁検率正

4畷 職 日 11 27年 10 月 2 日

5再 就 職 日 Ⅱ 27年 10 月 19 日

6再腕職先の名称 梅田公征役場

7再耽職先の業務内容 公眠業務

8再耽職先における地位 公狂人

9求 職 の 承 潔 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの扱助の有無 口有 回無



０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
１
０
０
０
０

別紙棟式1o

（別添）

別紙様式10

別記様式鋪10("11条関係）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

氾話番号

０
１
１
１
１
１

信田昌男

９
０

国家公務風法（昭和22年法律第120号)"106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。 Ｏ

Ｉ
Ｉ
１
０
８
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
８
９
り
９
０
０
９
０
０
０
Ｏ
９
０
０
０
ｆ
０
９
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
１
１
Ｉ
０
０
０

(記栽上の注窓）
□のついた刷目は談当する口の中にレ点を腿入すること．

’
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９

(A)稲別 (､)迅職聯111 に)作給我 (D)職務の級
(E)伶紬の輔別用技釧

の区分
受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■
信田昌男

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3砿職時の官職 沖地方検察庁検砺正

4離 職 日 Ⅱ 27 年 10 月 2 日

5再 就 職 日 II 27 年 12 月 1 日

6再鮠職先の名称 五反田公鉦役場

7再腕職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公旺人

9求 職 の 承 駕 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



０
８
０
０
０
０
８
１
ｔ
０
０
０
．
１
０
１
１
０
０
０
り

(別添）
別記機式第10 （鋪11条関係）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

l■■■年■■月■■日
０
０
１
０
９
０
０
６
６
０
０
０
９
０
ｊ
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
９
０
４
０
９
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
０
０
０
０
６
０
０
０
８
９
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｊ
１
１
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
１
９
０
０
０
０
０
０
０

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣話番号

山根英飼

国家公務員法（昭和22年法律第120号)"106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。 ．

(紀峨上の注意）
□のついた堀日は砿当する口の中にレ点を肥入･ｳｰること。

０
０
０
１
１

(A)梱別 (8)退職執11 (c)作給溌 《D)職務の級 (E)俸給の締別閃蛾創
の区分 受付竿J1日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■
山根英飼

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3離職時の官職 さいたま地方検察庁検事正

4離 職 日 H 27 年 10 月 2 日

5再 就 職 日 Ⅱ 27 年 12 月 2 ロ

6再就職先の瀦称 平野町公旺役場

7再眺職先の業務内容 公証業務

･8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 ロ有 回無


